
第330回

高知県議会定例会会議録

平成27年 2月23日開会

平成27年 3月19日閉会

高知県議会



－1－ 

 

第330回高知県議会（２月）定例会日程 
 

月 日 曜 日 会 議 行       事

２月23日 月 本会議 

 開会 

 会期の決定（25日間） 

 議案の上程87件（予算38、条例41、その他８） 

 提出者の説明 

  尾﨑知事 

  24日 火 休 会  議案精査 

  25日 水 休 会  議案精査 

  26日 木 休 会  議案精査 

  27日 金 休 会  議案精査 

  28日 土 休 会  

３月１日 日 休 会  

  ２日 月 本会議 
 質疑並びに一般質問 

  中議員 塚地議員 池脇議員 

  ３日 火 本会議 
 質疑並びに一般質問 

  中内議員 坂本(茂)議員 土居議員 

  ４日 水 本会議 
 質疑並びに一般質問 

  高橋議員 金子議員 依光議員 

  ５日 木 本会議 

 質疑並びに一般質問 

  佐竹議員 西森(潮)議員 

 委員会付託 

  ６日 金 休 会  予算委員会 

  ７日 土 休 会  

  ８日 日 休 会  

  ９日 月 休 会  予算委員会 

  10日 火 休 会  委員会審査 

  11日 水 休 会  委員会審査 

  12日 木 休 会  委員会審査 

  13日 金 休 会  委員会審査 

  14日 土 休 会  

  15日 日 休 会  

  16日 月 休 会  

  17日 火 休 会  委員会審査 

  18日 水 休 会  



－10－ 

 

   金谷中山間対策・運輸担当理事……………………………………………………………………200 

   奥谷土木部長…………………………………………………………………………………………201 

   山本健康政策部長……………………………………………………………………………………204 

  高橋議員…………………………………………………………………………………………………205 

   奥谷土木部長…………………………………………………………………………………………206 

   尾﨑知事………………………………………………………………………………………………206 

  金子議員…………………………………………………………………………………………………207 

    １ 政治姿勢（職員の士気を高めていくための方策）について……………………………207 

    ２ 農業振興（県・農協・市町村などの連携、集落営農組織）について…………………208 

    ３ 南海トラフ地震対策（実態に基づいた市町村の住宅耐震化計画の取り組み、 

      耐震化に必要な個人情報の取り扱い、住宅耐震化を加速させる支援、住宅耐 

      震化目標達成に向けた取り組み、簡易耐震改修工事への補助）について……………209 

    ４ 日本一の健康長寿県づくり（安芸福祉保健所の取り組み）について…………………212 

    ５ 観光振興（広域観光、県境を越えた観光戦略と地域ブランド化、広域観光推 

      進事業費補助金の補助期間、スポーツ合宿の誘致）について…………………………212 

   尾﨑知事………………………………………………………………………………………………214 

   味元農業振興部長……………………………………………………………………………………215 

   奥谷土木部長…………………………………………………………………………………………216 

   小谷総務部長…………………………………………………………………………………………218 

   山本健康政策部長……………………………………………………………………………………218 

   伊藤観光振興部長……………………………………………………………………………………219 

  金子議員…………………………………………………………………………………………………221 

  依光議員…………………………………………………………………………………………………222 

    １ 地方創生（これまで同様の国予算の獲得と力を入れる点、地域経済分析シス 

      テムを活用して知恵を集める仕組み、県の持つ目標値を使った市町村まち・ 

      ひと・しごと創生総合戦略策定の手助け、地方人口ビジョン策定と地域経済 

      分析システムに関する市町村支援、商工会や農協の組織実働部会とのさらな 

      る連携・協働）について……………………………………………………………………222 

    ２ 中小企業支援（中山間地域の企業の労働力確保及び企業と自治体との連携、 

      地域貢献企業を応援する雰囲気づくり、地域に欠かせない企業と介護事業所 

      の存続への支援）について…………………………………………………………………225 

    ３ 中山間対策（移住促進における複数の仕事を組み合わせた提案、航空レーザ 

      測量を活用した事業者の負担軽減、林業学校短期コースへの文化的な講座開 

      設による中山間地域への興味の喚起、猟犬のＧＰＳマーカーへの補助と箱わ 

      なレンタル制度、市町村の空き家活用促進事業の取り組み状況）について…………226 

    ４ 防災（避難所確保対策事業委託業務の調査結果の活用、公共工事で発生する 

      土砂の処理、新たな園芸用ハウス災害復旧事業で期待される成果）について………228 



－11－ 

 

   尾﨑知事………………………………………………………………………………………………229 

   小谷総務部長…………………………………………………………………………………………230 

   中澤産業振興推進部長………………………………………………………………………………232 

   原田商工労働部長……………………………………………………………………………………233 

   井奥地域福祉部長……………………………………………………………………………………234 

   大野林業振興・環境部長……………………………………………………………………………235 

   金谷中山間対策・運輸担当理事……………………………………………………………………235 

   奥谷土木部長…………………………………………………………………………………………236 

   野々村危機管理部長…………………………………………………………………………………236 

   味元農業振興部長……………………………………………………………………………………237 

  依光議員…………………………………………………………………………………………………237 

 

 

 

第５日（３月５日） 

 出席議員……………………………………………………………………………………………………239 

 欠席議員……………………………………………………………………………………………………239 

 説明のため出席した者……………………………………………………………………………………239 

 事務局職員出席者…………………………………………………………………………………………240 

 議事日程……………………………………………………………………………………………………240 

 質疑並びに一般質問 

  佐竹議員…………………………………………………………………………………………………243 

    １ 中山間対策（市町村の現状認識と支援・連携、過疎対策事業債活用の支援と 

      成果、地方創生特別分の効果的活用、集落活動センター補助制度等の見直し） 

      について………………………………………………………………………………………243 

    ２ 農業振興（集落営農の取り組み成果、山間試験室廃止後の有望品目等の研究・ 

      実証、中山間農業複合経営拠点の構想、新規就農者の確保・育成対策）につ 

      いて……………………………………………………………………………………………245 

    ３ 観光振興（外国人観光客の誘客加速化と受け入れ体制整備、四国４県が連携 

      した外国人観光客の誘客活動、奥四万十博の開催）について…………………………246 

   尾﨑知事………………………………………………………………………………………………248 

   小谷総務部長…………………………………………………………………………………………249 

   金谷中山間対策・運輸担当理事……………………………………………………………………250 

   味元農業振興部長……………………………………………………………………………………251 

   伊藤観光振興部長……………………………………………………………………………………252 

  佐竹議員…………………………………………………………………………………………………254 

  西森(潮)議員……………………………………………………………………………………………254 



平成27年３月４日  

－221－ 
 

す。さらに、年度途中には事業の進捗状況や課

題の検証を逐次行い、ＰＤＣＡサイクルを徹底

して、翌年度の事業計画につながるよう取り組

んでまいります。 

 最後に、スポーツ合宿の誘致についてお尋ね

がありました。 

 本県には、アウトドアスポーツに適した豊か

な自然や、年間を通じて温暖な気候など、スポー

ツツーリズムを進めていく上で大きな強みがあ

りますことから、産業振興計画の観光戦略の柱

の一つにスポーツツーリズムの推進を位置づけ

まして、合宿や大会の誘致に取り組んでいます。 

 特に、アマチュアスポーツは種目が多く、使

用するグラウンドや体育館などに求められる水

準もプロスポーツより緩やかで、広く県内全域

で受け入れが可能であることから、受け入れ先

となる地域と連携して誘致に取り組んでいると

ころです。 

 その結果、黒潮町では大学女子のラクロスの

大会や、３年連続での開催となったサッカーの

ミズノグローイングアップリーグ、また室戸市

や香美市などでは韓国の学生野球の合宿が行わ

れるなど、県内各地で大会や合宿の開催が増加

しており、高知県観光コンベンション協会が実

施しているアマチュア合宿や大会への宿泊助成

実績も年々伸びており、今年度は昨年度と比べ

約20％増の延べ３万5,000人泊となる見込みで

す。 

 こうした合宿や大会を高知に定着していただ

き、新たな誘致につなげていくため、昨年度か

らこの助成制度の利用団体に対しアンケートや

ヒアリングなどを実施し、ニーズや改良点など

を把握して、受け入れ先となる施設管理者はも

とより、市町村や宿泊施設などとも情報を共有

して改善に生かすとともに、県立施設の整備に

ついては、庁内横断的なプロジェクトチームに

おいて関係団体などの意向も含めて情報を共有

し、対応を進めております。さらに、新たな誘

致先の掘り起こしや営業活動にも各競技団体や

市町村と連携して取り組んでいるところです。 

 今後ともこうした取り組みを強化するととも

に、教育委員会が行いますオリンピック・パラ

リンピック東京大会に参加する海外チームの事

前合宿の誘致活動など、関係部局の取り組みと

もしっかり連携し、観光戦略の柱の一つと位置

づけ、スポーツツーリズムの推進に取り組んで

まいります。 

○１番（金子繁昌君） それぞれ大変丁寧な御答

弁をいただきましてありがとうございました。

再質問はありません。 

 ただ１点、土木部長に御要望申し上げます。 

 先ほど、住宅耐震工事の中で分割して進める

ということは非常に大きな進展になると思いま

す。ただ、その中でもそれもできない世帯がいっ

ぱいおるということもぜひ認識していただきま

して、それにかわる、例えばはりを10本、筋交

いを10本やれば空間ができるというケースもあ

りますので、その辺も踏まえて、ぜひ御検討を

お願いしたい、これは要望でございます。 

 最後に、任期１期に満たない、わからない私

でしたが、議員活動に対しまして知事初め執行

部の皆様には大変丁寧に、かつ前向きな対応を

していただきまして、感謝をしております。こ

れで議会活動としての一切の質問を終わります。

ありがとうございました。（拍手） 

○副議長（桑名龍吾君） 暫時休憩いたします。 

   午後２時10分休憩 

 

――――  ―――― 

 

   午後２時30分再開 

○議長（浜田英宏君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 議案に対する質疑並びに一般質問を続行いた
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します。 

 ９番依光晃一郎君。 

   （９番依光晃一郎君登壇） 

○９番（依光晃一郎君） 早速質問させていただ

きます。 

 ことしの２月定例会では、地方創生に関する

質問が多く出ております。この地方創生に関す

る質問ですが、高知県議会だけではなく、高知

県内の市町村においても、そして日本中の地方

議会で質問が活発に行われているのではと思い

ます。なぜ活発な議論が行われているのか、そ

れは地方創生関連予算が大規模なものであるこ

とに尽きるわけで、今後の国の財政見通しがど

うなるのかということはとりあえず脇に置いて、

用意された予算はとりに行くという姿勢は必要

であると思います。 

 活発な情報収集を全国の自治体が行っていま

すが、私も地方創生に関して、まち・ひと・し

ごと創生本部のホームページを見させていただ

きました。私は、ホームページからだけではあ

りますが、国の強い意志を感じたところです。

これまでのばらまき型の補助制度をやめて、新

たな仕組みで補助金を出していこうという強い

意志です。これから数年後の関連予算の規模が

どうなるかわかりませんが、補助金に関する仕

組みは変わらないのではと感じました。 

 私なりにポイントを３つ挙げます。１つ目、

自治体それぞれが人口ビジョンを策定して地域

の人口推計を改善するような施策とすること。

２つ目、目標達成を目指した数値目標を設定す

ること。３つ目、国が提供するデータシステム

などを利用し、根拠に基づいた施策をつくり出

すことの３つです。特に２つ目の数値目標の設

定は、これまで明示していなかった自治体にとっ

ては、仕事のやり方を大きく変える決意を試さ

れるものに感じます。 

 国は、自治体のそんなことはできないという

反論を見越してでしょうか、具体的な事例を紹

介しており、その中には高知県の事例も幾つか

含まれています。例えば小さな拠点のモデルと

して、旧西土佐村の大宮産業などです。私は、

高知県の先進的な取り組みが国に採用されてい

るということを頼もしく思うと同時に、日本の

モデルである高知県は国の予算を獲得しやすい

だろうと大いに期待します。 

 一方で、逆の見方をすれば、日本中のやる気

ある自治体が高知県の施策を研究することが予

想されます。そして、高知県プランを下敷きに、

よりすぐれた施策提案をした他県の自治体に、

高知県がおくれをとるということも十分あり得

る話です。課題解決先進県の先行優位を維持す

るためには、これまで以上に高知にしかできな

い独自のプランを説得力ある形で提案し続ける

ことが不可欠です。 

 私は、そのために、分析と連携の２点につい

て、さらなるレベルアップが必要と考えます。

分析というのは、これまで県が蓄積してきた統

計データやアンケート調査に加えて、国が今回

活用を推奨している地域経済分析システムの活

用により、より施策の精度を高めること。連携

というのは、例えば産業振興計画に参画してく

れている業界団体との関係を深化させ、会社で

言えば社長だけではなく、課長・係長クラスと

いう実働を担う方々との連携を強めることです。

このことを前提に以下質問させていただきます。 

 知事は、これまで高知県のあらゆる施策に対

して数値目標を設定し、ＰＤＣＡサイクルを回

して、今回の地方創生の仕組みを先取りした形

で県政運営を進めてこられました。また、国か

らの予算獲得も成果を上げているところです。

しかし、今後の地方創生の議論の中で、ライバ

ル自治体がふえるのではと私は考えますが、高

知県はこれまで同様に国の予算を有効に獲得し

続けられるのか、また地方創生という枠組みの
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中で、どのような点に力を入れないといけない

と考えているのか、知事にお伺いいたします。 

 次に、地域経済分析システムを活用した政策

立案についてお聞きいたします。 

 私は、国の地方創生関連施策の目玉システム

と位置づけられている地域経済分析システムを

高く評価しておりまして、有効に活用できるか

どうかが、今後の自治体間競争を勝ち抜くため

の前提条件であると思います。また、どう使う

かという知恵を広く集めれば、これまで高知県

に存在しなかった新たなデータや考え方を生み

出すことができると考えております。 

 例えば、人口流出、人口流入を市町村単位で

分析するという使い方ができるようですが、こ

のデータを直近10年間の累計人数でランキング

をつくることができれば、意外な県の意外な町

とのつながりが見え、その町での高知県産品の

フェアを企画して、地域アクションプランで生

み出した商品を売り込んでいくというようなこ

とも考えられます。例えば10年間で10人台の移

動であっても、香美市ゆかりの御家族がその数

倍いると考えれば、やみくもに大きな百貨店で

フェアをやるより利益率がよいのではと仮説も

立てられます。 

 また、兵庫県西宮市に住む高知県出身者が、

西宮コミュニティＦＭで高知に特化したラジオ

番組を運営していますが、高知県から進学した

学生が多く集まる町は、高知県ファンが多いの

ではと予想できますが、データの裏づけがあれ

ば、さらに進んだ手が打てるのではと考えます。

こういったデータを活用し新たな仮説を生み出

して、これまでなかった新しい可能性を切り開

くという取り組みは、いろいろなジャンルの多

くの方々が議論することで深まっていくのだと

思います。 

 そういう意味では、４月からオープンする産

学官民連携センターでどのような活用がなされ

るか興味深いところです。公開講座など広く県

民と議論する仕組みをつくっていただきたいと

も思います。 

 そこで、この地域経済分析システムを活用し

て多くの方から知恵を集める仕組み、例えば県

内大学に力をかりるような取り組みについての

お考えはないか、総務部長にお聞きをいたしま

す。 

 次に、市町村の総合戦略策定支援についてお

聞きいたします。 

 私は、今回の地方創生に関する国の取り組み

を、高知県だけではなく県内市町村もうまく活

用すべきであると思っております。むしろ人口

問題の解決を目指した地方創生政策は、市町村

こそが主体であり、市町村の総合戦略策定がう

まくできたなら、尾﨑県政と強い連携のもと高

知県発展をなし遂げられると感じます。 

 私は、高知県はこれまでも市町村支援に対し

非常に力を入れており、きめ細かなメニューや

人的支援などありとあらゆる支援を行っている

と感じます。一方で、市町村の側は県の支援策

を十分に活用できている市町村と、できていな

い市町村の差が広がってきていると感じるとこ

ろです。 

 県の補助政策を実施するかどうかは、市町村

が予算的、人的やりくりの中で決定するもので

あり、私がどうこう言う話ではないかもしれま

せんが、市町村の側で県の補助施策を実施する

かどうかの議論が深まっていないことで時間切

れとなる事例など、もったいないと思うことが

多々あります。このことの原因は、高知県がや

ろうとしていることと市町村がやろうとしてい

ることについて、きちんと整合性をとる仕組み

が弱いからであると思います。 

 このことの解決策は、市町村も高知県同様に

数値目標を設定して、その数値を県との共通言

語にする、私はこの方法が一番のやり方である
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と思います。例えば、高知県は製造品出荷額等

について、平成22年の4,681億円を平成27年度末

に5,000億円にしようという目標があります。一

方で、市町村には製造品出荷額等の数値目標が

ありません。私は、高知県の数値目標に対して、

市町村がどれだけの役割を果たそうとしている

かという意識を、国の地方創生という数値目標

に重きを置く施策体系を追い風に、この際きち

んと明示すべきだと思います。 

 香美市を例に製造品出荷額等の数値目標をど

う置くかを考えてみます。香美市は平成22年度

の製造品出荷額等は県内６位、4.9％のシェアを

持っています。この4.9％のシェアを県の目標で

ある319億円伸ばすという数値に掛けて、319億

円掛ける4.9％で15.6億円を導き出します。要す

るに、県が319億円上げるというなら、香美市は

その中の4.9％である15.6億円を担いますという

目標設定です。この数値があれば、目標を実現

するためにどうしたらよいかという問いが香美

市役所に生まれるため、県の工業団地に関する

補助金や、シェアオフィスに関する補助金につ

いて前向きな議論が生まれるのではと思います。 

 県がつくった数値目標を市町村に要求するこ

とは、県と市町村は対等の関係であるという地

方自治の原則に反するのだと思いますが、国の

地方創生の政策が求める役割分担では、小規模

市町村への支援ということも明記されています

ので、一つの指標として、県が策定している指

標を各市町村に目安指標として示すことはでき

るのではと思います。 

 そこで、高知県は産業振興計画や移住者目標

など、県が持つ目標値を市町村の役割分担とし

てそれぞれの自治体の力を考慮した上で示し、

国が求める市町村まち・ひと・しごと創生総合

戦略策定の手助けとすることについてどう考え

るか、総務部長にお聞きいたします。 

 次に、高知県の市町村への総合戦略策定に向

けた分析業務支援についてお聞きいたします。 

 高知県には、全国に先駆けて市町村を支援す

る地域支援企画員の制度があり、７つの地域本

部のもとで市町村との関係を深めています。こ

のことは他県にはない高知県の強みであると

思っております。 

 先ほどから予算獲得のための総合戦略の策定

についてお話をしていますが、その総合戦略策

定のためには根拠のデータが不可欠です。国は、

地方人口ビジョン策定に当たっての基礎データ

を昨年10月とことし１月の２回にわたり提示し、

またことし４月から地域経済分析システムを稼

働させ、データ分析の支援をするとのことです。

ホームページに紹介された情報からだけの判断

ですが、非常に充実した内容であると感じます。 

 一方で、市町村が少ない人員の中で、地方人

口ビジョン策定のために人を割き、地域経済分

析システムの習熟に時間をかけるというのは難

しいのではと感じます。そこで、高知の強みで

ある地域本部にデータ分析業務支援を位置づけ、

広域での分析は、例えば現在の７つの地域本部

ごとに分析して各市町村に情報提供すれば、無

駄が省けるのではと考えるところです。 

 そこで県は、地方人口ビジョン策定と地域経

済分析システムに関する市町村へのデータ作成

支援に関してどのような取り組みを行おうとし

ているのか、総務部長にお聞きをいたします。 

 次に、総合戦略や産業振興における連携強化

についてお聞きをいたします。 

 国は、まち・ひと・しごと創生を効果的、効

率的に推進していくためには、住民、ＮＰＯ、

関係団体や民間事業者等の参加、協力が重要と

しております。高知県においては、産業振興計

画、地域アクションプランフォローアップ会議

という仕組みが既にあり、この連携を発射台に

して、他県がまねできないレベルでの連携を推

し進めていくことが重要です。 
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 私は、市町村の総合戦略については、複数の

市町村で一緒になって総合戦略をつくるという

ことも考えられるところですが、できれば市町

村ごとに総合戦略をつくるべきで、地域の実情

に合わせた独自性の強いものが生み出される仕

組みを目指すべきと思います。 

 そして、その組織体制について香美市を例に

考えれば、フォローアップ会議に参加している

香美市商工会や土佐香美農協というような看板

組織単位ではなく、その中に存在する自立した

組織、言葉がないので組織の実働を担う部会、

略して組織実働部会と名前をつけたいと思いま

すが、総合戦略や産業振興の推進に、この組織

実働部会が主体的に加わっていく必要があるの

ではないかと思うところです。 

 ちなみに、看板組織の中の組織実働部会とは、

香美市商工会では商業部、工業部、サービス部、

女性部、青年部であり、農協で言えばユズやニ

ラなど品目ごとの部会となります。 

 なぜこういった実働部会について言及するか

というと、他県と差をつけるために有望である

からで、住民ニーズや現状の課題をよく知り、

予算を獲得して自立して動ける組織であるから

です。実際に香美市商工会では、例えば工業部

が土佐打ち刃物の技術でくじらナイフを開発し

たり、青年部が行政の補助金を使ってお見合い

イベントを開催したりと、これまでも予算を獲

得し新たな価値を生み出しています。 

 また、南国市商工会青年部のメンバーが中心

となって生まれたごめんシャモ研究会のシャモ

鍋でまちおこしは、地域アクションプランに位

置づけられ、産業振興推進総合支援事業費補助

金も活用していますが、この例のように組織実

働部会である商工会の部会や農協の部会に、部

会として使える補助金の情報を提供し、組織実

働部会で活用できれば、全国に知られる有望な

取り組みも生まれやすいのではと思います。 

 そこで、県や市町村において、地方版総合戦

略の効果的な実施や地域の産業振興を一層推進

するため、商工会や農協などの中にある組織実

働部会に対し、補助金などの情報提供を初めと

したさらなる連携・協働にこれまで以上に力を

入れるお考えはないか、産業振興推進部長にお

聞きをいたします。 

 次に、地域に根差した企業への支援策につい

てお聞きいたします。 

 高知県は、来年度から高知県事業承継・人材

確保センターを稼働させ、県内雇用の受け皿で

ある高知県企業の存続に向けて、さらに積極的

な施策を進めようとしています。その際に私は、

いま一度高知県での今後の経済見通しがどうな

るかについてデータをつくり直す必要があるの

ではと感じます。特に、地方人口ビジョンを活

用して企業の今後のマーケットを予想すること

は不可欠です。また製造業においては、立地自

治体での労働者確保の見通しも重要です。 

 今回の地方創生の議論の中で、国は地域中核

企業という考え方を推奨しています。この考え

方は、先ほども御紹介した地域経済分析システ

ムの中にありまして、地場の企業を３つに分類

しています。分類１、コネクターハブ企業――

地域の中で取引が集中しており、地域外とも取

引を行っている企業、そして地域からより多く

の仕入れを行い、地域外に販売している企業。

分類２、雇用貢献型企業――雇用創出・維持を

通じて地域経済に貢献している企業。分類３、

利益貢献型企業――利益及び納税を通じて地域

経済に貢献している企業、という３分類です。

この中で特に、人口減少が続いている中山間地

域に工場を持つ雇用貢献型企業についての対策

が急がれます。 

 私がある企業にお聞きしたところ、雇用の場

の少ない自治体に進出した当時は、多くの方が

働きに来てくれたが、最近では若者人口が急激
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に減少しており、労働力不足で立地し続けるこ

とが難しくなりつつあるという話です。ただで

さえ雇用の場が少ない自治体での雇用貢献型企

業の存続は、地域の生命線だと感じます。 

 そこで、高知県は中山間地域で操業している

企業の労働力確保にどのように取り組んでいく

のか、また今後人口減少が進む中では企業が立

地する自治体との連携がますます重要になって

くると考えますが、どのように連携していくの

か、あわせて商工労働部長にお聞きをいたしま

す。 

 次に、地域貢献の役割を果たしている企業の

応援についてお聞きをいたします。 

 先ほどからお話ししている地域経済分析シス

テムの中には、ある企業がどのような企業と取

引関係にあるか、視覚的に見ることができるよ

うに設計されたビッグデータ活用システムがあ

ります。このシステムを活用すれば、高知県企

業の中でも地域経済に大きく貢献している企業

について、数字の根拠を持って選び出すことが

できます。高知県は、これまでも商品開発、販

路開拓、金融支援などあらゆる支援を行ってい

るところですが、さらにこのシステムを活用し

て、高知県の中でより役割を担っている企業を

広く県民に知っていただき、応援するようなこ

とができないかと思うところです。 

 企業の競争が今後も激化していくことが予想

される中、県外資本に負けないための行政支援

を行うと同時に、これまで立派な経営をしてこ

られた企業であるのに、県内高校生や大学生か

らの評価が低く、優秀な人材を確保しにくいと

いうようなことを改善できるのではと考えるか

らです。 

 そこで、地域経済分析システムを活用するな

どして、高知県企業の中で、特に地域貢献の役

割を果たしている企業を広く県民に知っていた

だき、県民みんなで応援していくというような

雰囲気を盛り上げる必要があるのではと考えま

すが、商工労働部長にお聞きをいたします。 

 次に、中山間地域で企業活動を行っている法

人、事業所についてお聞きいたします。 

 中山間地域での経済活動やサービスを担う法

人、事業所は、規模は小さくとも、どの企業も

地域貢献に欠かせない企業です。例えば食料品

店、ガソリンスタンドなどは、民間事業所であ

りながら公的な存在であると感じます。また、

老人ホーム、訪問介護事業者などの介護事業所

も、地域で住み続けるための安心・安全のかな

めで、加えて雇用を生み出す、地域になくては

ならない事業所です。 

 これらの中山間地域で頑張っている事業所は、

一定規模の人口がないと存続できず、人口問題

をどう克服していくかが今後の事業存続の鍵と

なります。さらに、現状の事業所のうち一つで

もなくなれば、地域の利便性が大きく低下し雇

用の場も同時に失われることから、さらなる地

域の活力低下も想像されるところです。 

 そこで、中山間地域の、地域に欠かせない企

業と介護事業所についての事業存続にかかわる

支援に関して県はどのように考えているのか、

商工労働部長と地域福祉部長にそれぞれお聞き

をいたします。 

 次に、中山間地域に移住者を呼び込むための

雇用の場づくりについてお聞きをいたします。 

 私は、高知県が移住者にとって魅力的で安定

的な仕事があれば、移住したいという人のニー

ズは高いのではと感じます。特に、海、山、川

の自然豊かな中山間地域はその魅力が凝縮して

います。一方で、こうした地域では安定した雇

用の場は限られるので、移住希望者はその土地

に移住することになかなか踏み切れないという

事例も多いのではないかと思います。移住した

いという気持ちがある方に、現金収入が得られ

る雇用の場を提供できないことはもどかしくも
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あり、新たな仕組みがつくれないかと考えると

ころです。 

 例えば、雇用の場が少ないとはいえ、私の地

元ではユズの収穫時期には人手不足が慢性化し

ている現状がありますし、ほかにも時期によっ

ては人手不足を感じている事業体はあるのでは

ないでしょうか。そのため、市町村内単位で短

期雇用のニーズを企業や１次産業事業者などに

お聞きして、複数の仕事で所得が得られるよう、

市町村や商工会、農協などが協働して仕立て上

げることができないかと考えます。 

 そこで、中山間地域への移住を促進していく

上で、移住希望者にとっては現金収入の見込み

を持って安心して移住することができ、人手不

足を感じている事業者にとっては労働力を確保

できるような、複数の仕事を組み合わせて提案

する取り組みが必要と考えますが、県としての

お考えを産業振興推進部長にお聞きいたします。 

 次に、中山間地域で最も有望な雇用の場であ

る林業についてお聞きいたします。 

 今議会は、情報システムを活用した施策につ

いて議論させていただいておりますが、林業で

も情報技術の進歩が進んでおりまして、佐賀県

などでは航空レーザ測量を活用して森林の管理

を行っています。この航空レーザ測量というの

は、国土地理院のホームページによれば､｢航空

レーザ測量とは、航空機に搭載したレーザスキャ

ナから地上にレーザ光を照射し、地上から反射

するレーザ光との時間差より得られる地上まで

の距離と、ＧＰＳ測量機、ＩＭＵ（慣性計測装

置）から得られる航空機の位置情報より、地上

の標高や地形の形状を精密に調べる新しい測量

方法」となっておりまして、要するに森林の管

理に活用すれば、どれくらいの量の木材がどこ

にあるのか地図データ情報としてわかるという

ものです。この技術は、本日は触れませんが土

砂災害対策にも有効です。 

 高知県でも林業の新技術導入の中で、このシ

ステムについての検討が行われていると思いま

すが、平成27年度に向けた林業学校に合わせた

カリキュラムづくりも目指し、スピードアップ

を期待するところです。 

 そこで、高知県の中山間地域の所得向上のた

めのさらなる仕組みとして、航空レーザ測量を

活用した、森林経営計画策定を効率化し森林組

合などの事業者の負担軽減を図る取り組みにつ

いて、林業振興・環境部長にお聞きをいたしま

す。 

 ことし４月より林業学校がスタートしますが、

地元香美市でも期待が高まっているところです。

この林業学校には短期コースが設けられており、

本格的な自伐林家を目指す方はもちろんですが、

山の暮らしに憧れて移住を検討している方々な

どにも門戸を開いていただけるのではと期待し

ているところです。 

 香美市では平成22年に大栃高校が閉校し、校

舎の有効活用策として高知県立歴史民俗資料館

が体育館に民具を展示して、土佐の里山暮らし

を再現する催しを開催しています。この取り組

みは高知県の中山間地域への移住について考え

てもらえるきっかけづくりにもなっているので

はと思います。そういう意味では、林業学校の

短期コースとして、例えば土佐打ち刃物を使っ

た山林用刃物の歴史や、なたや鎌の使い方、研

ぎ方などが学べる講座を実施すれば、里山暮ら

しに興味を持つ若者層に林業についても興味を

持ってもらえるきっかけづくりにもなると考え

るところです。 

 そこで、林業学校の短期コースに文化的な講

座、例えば大栃高校の民具の中で林業に関する

道具の使い方を一日で体験できる講座などを設

け、中山間地域への興味を深めるということに

ついてどうか、林業振興・環境部長にお聞きを

いたします。 
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 次に、中山間地域で問題となっている鳥獣被

害対策についてお聞きをいたします。 

 鳥獣被害対策で一番大切なことは、鹿やイノ

シシなどの個体数を減らすことですが、その方

法は猟友会による鉄砲を使った方法と、わなを

使った方法があります。高知県の積極的な取り

組みの成果で効果を上げていることは頼もしく

感じているところですが、さらに新たな仕組み

をつくれないかと考えるところです。 

 １つ目は、猟友会の皆さん方の捕獲頭数を上

げるための猟犬への支援です。猟犬は獲物を追っ

て山を分け入るわけですが、猟犬が遠くまで獲

物を追った際に、猟師と離れ離れになってしま

うことが多々あります。猟師は、ＧＰＳ機能の

ついた発信器、いわゆるＧＰＳマーカーを犬の

首輪としてはめているので、その情報をもとに

猟犬を見つけ出します。しかし、このＧＰＳマー

カーは電波法にひっかかっている機種も多く、

新しいものへの更新を多くの猟師が望んでいま

す。一方で非常に高価なことから、猟師の金銭

的な負担にもなっているところです。 

 また、わな猟についても新たな支援策が生み

出せないかと考えます。くくりわなについては

県の御英断で無料配布が行われたところですが、

箱わなについても支援策がつくれないかと思い

ます。箱わなは安いものでも５万円かかります

し、囲いわなと言われる大きいものになれば25

万円ほどかかります。猟師さんの中には中山間

地域に住まれている方から捕獲を要請されるこ

とも多いと聞きますが、初期費用の高さから設

置することが難しいのが現状です。 

 そこで、県が猟友会にレンタルする形で箱わ

なを提供し、一定の頭数がとれたなら鳥獣捕獲

報償金と相殺して箱わなを差し上げ、とれなけ

れば一定期間の後に返却ということができない

かと思います。こうすれば猟師にとっては初期

投資が要らず、捕獲した鹿やイノシシの報償金

で買い取ればよく、負担が小さくなります。そ

こで、猟犬のＧＰＳマーカーへの補助と箱わな

レンタル制度についてどう考えるか、中山間対

策・運輸担当理事にお聞きをいたします。 

 次に、中山間地域の空き家活用事業について

お聞きをいたします。 

 高知県は今年度から空き家活用促進事業を導

入して、中山間の空き家を有効に活用する取り

組みを進めています。これは、いざというとき

の南海地震に備えて平常時から空き家を使える

ようにしておこうという取り組みで、10年間の

定期借地権契約を締結し市町村が借り上げま

す。そして、いざというときにはその空き家が

避難住宅となり、行政としては仮設住宅を建て

る必要がありません。また、空き家の改修費用

は、行政からの補助金として国が50％、県が25

％、市町村が25％支援するというものです。 

 空き家の所有者にとっては、市町村への10年

間の貸出期間が終われば、所有者の負担なしに

改修された物件が返ってくるというもので、地

域の伝統的な建造物の改修が進み、地域の文化

を残すという意味でも意義ある取り組みと考え

ます。この取り組みは全国的にも先進的で、移

住者を受け入れることにも大きな成果を上げて

いると考えますが、現在までの市町村の取り組

み状況について土木部長にお聞きをいたします。 

 次に、防災への備えについてお聞きをいたし

ます。 

 高知県は、南海地震対策として市町村の避難

所への収容数の過不足調査を行っておりまして、

例えば香美市はＬ２クラスの地震が来た際に、

１週間後の避難者を5,729人と見込んでおり、収

容できる避難所の数が21カ所で3,785人を収容可

能、そして1,944人の方の分の避難所が足らない

という現状の数値を示しています。この根拠は、

平成26年度に行った避難所確保対策事業委託業

務として、株式会社建設技術研究所に委託して
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得られたものです。 

 私は、この調査は非常に意義ある調査で、市

町村ごとに過不足をなくしていく取り組みを加

速させ、広域での避難計画にも役立ち、また集

会所を避難所として活用していくための耐震補

強・改修への市町村の意識向上の流れも加速す

るのではと期待します。私は、本来香美市など

高台の市町村は避難所が足らないのではなく

余っている状況が望ましく、香南市や南国市か

ら避難してくる人を受け入れることまで考えな

ければならないと考えるところです。 

 そこで、この調査結果を市町村や自主防災組

織に提供することにより、地域ごとの避難所の

過不足など、避難の具体的な状況を考えること

ができると思いますが、今後この調査結果をど

のように活用して広域避難や避難所の確保対策

に結びつけていくのか、危機管理部長にお聞き

をいたします。 

 次に、公共工事で発生した土砂の処理につい

てお聞きいたします。 

 昨年８月の台風12号及び11号による豪雨では、

道路の損壊や地すべりの発生、河川の流域での

床上浸水など多くの被害が発生しました。県に

は、孤立集落の解消や県民生活を維持する上で

特に支障がある箇所について、応急的な復旧工

事に取りかかるなど、その解消に迅速に努めて

いただきました。現在では、通行どめ区間にお

いては仮橋による迂回路の設置を行うなど、県

民生活への影響は極めて小さくなっていると考

えております。 

 昨年の台風では、道路での土砂崩れなど災害

で被害を受けた箇所の対応に当たっては、土捨

て場を速やかに確保することができ、土砂を処

理する上で問題はなかったと聞いていますが、

公共工事を行う上で発生した土砂をどのように

処理するかは重要ではないかと考えるところで

す。私の地元では、工事で発生する土砂の処理

に苦労しているとの声も聞きます。 

 そこで、工事で発生する土砂の処理について

県としてどう対応しているのか、その処理方法

について土木部長にお聞きをいたします。 

 最後に、台風や突風被害などで被災したハウ

スの復旧についてお聞きいたします。 

 私の地元では、昨年夏に大きな突風被害があ

りました。県の要望活動の成果である、国の被

災農業者向け経営体育成支援事業を活用しての

ビニールハウス復旧事業は、農家の金銭的な負

担を減らし、多くの農家を助けました。改めて

感謝いたします。 

 一方で、周知期間が少なかったこともありま

すが、市町村補助がなかった地域の農家は、金

融機関からの借り入れが条件となっていること

を嫌がって申請しなかったという、もったいな

い事例もあります。そして、レンタルハウス整

備事業を活用してハウスを建て直すには手続が

２カ月程度かかり、周年栽培のニラ農家などか

らは一日も早い手続への強い要望があったとこ

ろです。 

 県は、これらの課題に対する解決への施策を

示されているところですが、新たな仕組みによっ

てどういう成果が期待できるのか、農業振興部

長にお聞きをいたしまして、私の第１問といた

します。 

   （知事尾﨑正直君登壇） 

○知事（尾﨑正直君） 依光議員の御質問にお答

えをいたします。 

 地方創生の議論の中でライバルとなる自治体

がふえるのではと考えるが、これまで同様に国

の予算を獲得し続けられるのか、また地方創生

という枠組みの中で、どのような点に力を入れ

ないといけないと考えているのかとのお尋ねが

ございました。 

 議員のお話にもございましたように、国の総

合戦略には本県の政策提言が数多く取り入れら
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れているところでありまして、このこと自体は

大変歓迎でありますが、他方で今後他の自治体

においても移住促進や中山間対策などの本県同

様の取り組みが活発化し、全国の自治体間での

競争が激しくなることが想定をされるわけであ

ります。 

 そのため、本県としましても他の自治体との

競争に打ち勝つことができるよう、より実効性

のある施策へと常に施策のバージョンアップを

図りながら、官民が一体となって産業振興計画

などの取り組みをさらに加速していきたいと考

えております。例えば、今回改定します第２期

産業振興計画ver.４では、これまでの６年間の

取り組みの積み重ねにより、それぞれの分野を

大きく動かす仕組みが整ってきたことを最大限

に生かし、地産や外商の取り組みをさらに強化

するとともに、この地産外商の成果を拡大再生

産につなげていく取り組みを強化することとし

ております。 

 このようにＰＤＣＡサイクルをしっかりと回

すことによって新たな課題や対応策が現出し、

施策のレベルアップにつながってまいりますこ

とから、私は課題解決の先行県としての優位性

を存分に生かしていきたいと考えており、その

ことが国の手厚い支援にもつながるものだと思っ

ております。あわせて、他県の先行するよい事

例も参考にさせていただき、本県の施策のバー

ジョンアップにもつなげていきたいと考えてお

ります。要するに、自治体間競争が激しくなる

からこそ、県の施策や国への提言も常に進化し

続けることが欠かせないと考えているところで

あります。 

 この進化し続けるために重要なポイントとし

ては３点あるかと考えております。まず第１に、

お話にもございましたように、国などから提供

されたものも含め、幅広いデータ分析などを通

じましてしっかりとＰＤＣＡサイクルを回して

いくこと、これが基本の基本であります。第２

に、市町村版の総合戦略の策定主体である市町

村や経済活動の主体となる企業や団体の皆様と

しっかり連携してスクラムを組むということ、

そして第３に、今後力を一層入れていきたいと

考えておりますのは、他の自治体よりも県内外

からアイデアや人材が集積する、交錯する県と

なるよう取り組むということであります。これ

は、進化し続けるために非常に重要な仕掛けと

なり得るものだと考えております。この点に関

しては、４月に開設される産学官民連携センター

など活用して大いに進めていきたいと考えてい

るものであります。 

 官民協働、市町村政との連携・協調を進め、

また県内外の英知を取り入れながら産業振興計

画や中山間対策などに取り組みますとともに、

ＰＤＣＡサイクルを回す中で見えてまいります

新たな課題についても、国に具体的かつ説得力

のある政策提言を行うことなど、地方創生の追

い風をしっかりと生かしていくことができるよ

う取り組んでまいりたいと考えております。 

 私からは以上でございます。 

   （総務部長小谷敦君登壇） 

○総務部長（小谷敦君） まず、地域経済分析シ

ステムを活用して、多くの方々から知恵を集め

る仕組みづくりについて考えはないかとのお尋

ねがございました。 

 地域経済分析システムは、各自治体がそれぞ

れの地域の現状や実態を正確に把握した上で、

効果的な地方版総合戦略の立案、実行、検証を

行うことができるよう、国から４月以降に提供

されるシステムでございます。現時点で国から

いただいている情報では、国が地域経済にかか

わるさまざまなビッグデータを収集し、かつグ

ラフや地図等でわかりやすく見える化するシス

テムであり、具体的には、地域経済における産

業構造や企業間取引の実態を空間的かつ時系列
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的に把握することができる産業マップ、市区町

村単位で人口ピラミッド・人口推移・人口移動

等を把握することができる人口マップ、携帯電

話の位置情報やカーナビデータを用いることで

滞在人口など人の流れを把握することができる

観光マップ、市町村間でさまざまな経済活動の

実態を比較することができる自治体比較マップ

の４つのマップから構成されています。 

 それぞれ機能は異なっておりますが、地方版

の総合戦略を策定する上で、県はもとより市町

村にとっても有益なマップではないかと受けと

めており、今後国が開催する予定の自治体職員

向け研修会なども通じて内容をしっかり把握す

るとともに、お話にありました県内大学と連携

した分析の可能性などについても検討してまい

りたいと考えております。 

 次に、県が持つ目標値を市町村に役割分担と

してそれぞれの自治体の力を考慮した上で示し、

国が求める市町村まち・ひと・しごと創生総合

戦略策定の手助けとすることについてお尋ねが

ございました。 

 まち・ひと・しごと創生法では、市町村は国

の総合戦略と都道府県の総合戦略を勘案して、

当該市町村の区域の実情に応じた市町村版の総

合戦略を定めるように努めなければならないこ

ととされています。あわせて、総合戦略には目

標数値を設定し、ＰＤＣＡサイクルを回して不

断の見直しを行うことが求められているものと

受けとめています。 

 法律上は努力義務でございますが、全国に先

駆けて人口減少、高齢化に直面している本県の

状況を考えますと、県と市町村が総合戦略を一

緒につくり、一緒に実行していくことによりそ

れぞれの計画の整合性がとれ、お互い高め合う

ものにしていきたいと考えております。 

 その際には、総合戦略自体が、各自治体が地

域の実情に応じて主体的に策定するものでござ

いますので、県から市町村単位での目標数値を

お示しすることは困難ではないかと考えてはお

りますが、産業振興計画など県の取り組みを市

町村に御説明し、御理解していただくことはも

ちろん、県の目指すべき方向性や目標数値をお

示しするなど、できる限り県と方向性を一にし

た総合戦略となるよう取り組んでいきたいと考

えております。具体的には、産業振興推進地域

本部など市町村により近い現場での日常的な策

定支援に加えて、適宜市町村との間でそれぞれ

の総合戦略の方向性や目標数値を確認する場を

設けるなど、しっかりと市町村と連携をとって、

真の地方創生の実現、さらなる県勢浮揚につな

げていきたいと考えております。 

 最後に、地方人口ビジョン策定と地域経済分

析システムに関する市町村へのデータ作成支援

についてどのような取り組みを行おうとしてい

るのかとのお尋ねがございました。 

 地方人口ビジョンは国の長期ビジョンの内容

を踏まえつつ、各自治体が人口の現状と将来の

姿を展望し作成するものであり、総合戦略を策

定するに当たっての基礎になるとともに、住民

と課題の共有を図る上で大変重要なものだと受

けとめております。また、地域経済分析システ

ムは、先ほど申し上げましたように、総合戦略

の施策を考えていく上で有益なものだと考えて

おりますことから、それぞれ各市町村において

地域の実情に応じた分析を行うことが基本だと

考えております。 

 そのため、各市町村において人口動向分析等

を行うことができる担当者を確保し、人口動向

の背景にある要因を分析することが望ましいと

考えておりますが、他方で議員のお話にもあり

ましたように、小規模な自治体ではそうした人

員を確保することが困難な場合も想定されます

し、また広域での分析が効果的な分野も考えら

れます。 
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 こうしたことから県としましては、本庁にお

いて市町村の分析業務の技術的な支援をしっか

りと行ってまいりますとともに、市町村の意見

もお聞きしながら、例えば地域本部単位でどの

ような支援を行うことができるのかなど具体的

な支援について検討してまいりたいと考えてお

ります。 

   （産業振興推進部長中澤一眞君登壇） 

○産業振興推進部長（中澤一眞君） まず、地方

版総合戦略の効果的な運営や地域の産業振興を

一層推進するために、商工会や農協などの中に

ある組織実働部会との連携・協働することにつ

いてのお尋ねがございました。 

 産業振興計画におきましては、官民協働によ

り計画を推進していくことを基本理念としてお

り、第１期の計画策定当初から現在に至るまで、

計画の検討やフォローアップ、個々の取り組み

の実施などさまざまな場面で県民の皆様や産業

団体の方々など、各界各層の多くの皆様に参画

いただいております。また、それぞれの地域で

進めます具体的な取り組みである地域アクショ

ンプランにおきましても、商工会や農協の部会

の方々が事業主体となって活動されているもの

が多数ございます。こうしたことからも、お話

のありました地域における主要なプレーヤーで

ある組織実働部会の皆様との連携・協働を今後

とも大切にしていきたいと考えております。 

 現在、各地域本部におきましても地域アクショ

ンプランへの支援等を通じて、こうした皆様と

連携・協働をさせていただいておりますが、こ

れをさらに深め、かつ広めていくことでこれま

での取り組みがより一層成長し、また新しい取

り組みが生まれてくるんではないかと考えてお

ります。 

 このため、御質問にありました支援策の情報

が組織実働部会の皆様と確実に共有できるよう、

しっかりと情報提供を行うこととあわせまして、

各団体の総会などさまざまな機会を捉えて、産

業振興計画の取り組みを御説明させていただき

たいと思っております。また、各団体において

も団体内での周知に御協力をいただくことで、

より多くの方々がプレーヤーとして参画いただ

けるよう働きかけをしてまいりたいと考えてお

ります。加えまして、来年度は第２期産業振興

計画の最終年度でもありますことから、それぞ

れの地域で本県の産業振興についての意見交換

会を実施する予定といたしておりますので、こ

の場においても組織実働部会の皆様から御意見

を賜りたいと考えております。 

 次に、中山間地域への移住を促進する上で、

複数の仕事を組み合わせて提案する取り組みに

ついてお尋ねがありました。 

 中山間地域には、お話にありましたようなユ

ズあるいはミョウガの集出荷、木製品の加工と

いった、短期ではありますが地域ならではの仕

事がありますので、こうした仕事での人材のニー

ズと移住者とをマッチングさせることができれ

ば、地域の経済活動の活性化にもつながるもの

と考えております。そのため県では、市町村や

地域本部などから提供を受けた短期雇用の情報

も本県独自の幸せ移住パッケージシステムに登

録をして、移住のポータルサイトを通じて発信

をしております。 

 ただ、現実問題として移住希望者にとりまし

ては、短期の仕事だけではなかなか安定的な生

活設計を立てにくいことが想像されますので、

お話にございました複数の仕事を組み合わせて

提案することは、生活の見通しを立てていただ

く上で有効であると思います。実際、本県の中

山間地域に移住された方の中には、夏場はカヌー

のインストラクター、冬場は林業に従事して季

節ごとに仕事を組み合わせて、生計を立てなが

ら中山間での暮らしを満喫されているという方

もいらっしゃいます。 
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 また、この２月からは、中山間地域等におい

て農業の担い手を確保する新たな取り組みとし

て、市町村が農業を中心に他の仕事を組み合わ

せた具体的なプランを移住希望者に提案をする

という取り組みを始めております。県としても

これが円滑な就農につながりますよう、研修費

用の助成などの支援をすることとしております。 

 今後、先ほど申し上げましたような既にある

事例や農業分野での新たな取り組み、これらも

参考にするとともに、例えば幾つかの仕事をパッ

ケージ化して地域おこし協力隊に担っていただ

くなど、他の施策と関連づけた展開も意識しな

がら、地域のさまざまな人材ニーズを組み合わ

せて提案していくことを検討してまいります。 

   （商工労働部長原田悟君登壇） 

○商工労働部長（原田悟君） 中小企業支援に関

しまして、まず中山間地域の企業の労働力の確

保と自治体との連携についてのお尋ねがござい

ました。 

 県内ハローワークの求人・求職情報の動向を

見てみますと、近年製造業関係の求人数は増加

しておりますが、求職者数及び就業者数はとも

に減少している状況にあります。また、日々の

企業訪問や工業会などとの意見交換の場などで

も、多くの経営者の方から労働力の確保につい

ての切実な声をお聞きしており、県としても厳

しい状況を認識しておるところでございます。 

 県では、地域の商工会、商工会議所を初め産

業振興センターなどの産業支援機関から、また

直接企業から労働力の確保についての問い合わ

せや相談の情報がございましたら、地元自治体

はもとより労働局とも連携し、企業ニーズに応

じた対応をしておるところではございます。 

 昨年の事例ではございますが、中山間地域で

企業が操業する際に、地元自治体との綿密な連

携のもと、地元エリアを中心にハローワークと

も連携し人材確保に取り組みました結果、企業

の要望にお応えできたケースもございました。

中山間地域はもとより企業の人材確保に当たっ

ては、企業みずからの努力に加え、地元自治体

を初め県や就労支援機関など関係機関が一体と

なって、積極的にサポートすることが重要であ

ると考えています。 

 特に、人材確保が難しくなっています中山間

地域では、関係機関の一層の緊密な連携が求め

られていますし、地元自治体には日ごろから企

業との密接な関係を構築して、求人のニーズに

ついても十分把握していただくことが必要であ

ると考えています。県としては、そういった取

り組みについて今後とも地元自治体に助言もし

てまいりますし、課題解決に向けて一緒に汗を

流していきたいと考えています。 

 次に、地域貢献の役割を果たしている企業を

広く県民に知っていただき、県民みんなで応援

していくという雰囲気を盛り上げる必要がある

のではないかとのお尋ねがございました。 

 議員のお話のように、地域において住民の主

な雇用の受け皿となっている企業でありますと

か、地元の原材料を多く使う企業、また多くの

地場企業と取引実績があるような企業に対して

は、行政はもとより、その地域を挙げて応援し

ていくといったことは、地産地消といった面で

も大変重要なことだと考えます。 

 そのような地域貢献の役割を果たしている地

場企業を、まず多くの県民の皆様に知っていた

だく取り組みとして、県では３年前からものづ

くり総合技術展を開催しております。本年度は、

昨年11月に県内の122の事業者が出展され、１万

6,000人を超える多くの県民の方に来場していた

だきました。この総合技術展では、出展企業が

誇る自社製品の展示や企業の経営理念、地域の

貢献活動などが各ブースでＰＲされまして、小

中学校の生徒さんや高校生、またその保護者を

初め多くの県民の皆様に広くアピールされてお
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りました。また、高知県産業振興センターが毎

年発表しております高知県地場産業大賞では、

地域活性化への貢献や波及効果、地域企業との

連携の視点から、各賞に該当する取り組みを表

彰しており、企業等のイメージアップや販路拡

大にも貢献しています。 

 議員のお話にありました地域経済分析システ

ムは、地域に貢献している企業をより多く県が

把握していく際の重要なツールになると考えら

れますので、システムを通じて得た企業の情報

を活用し、その企業活動の周知や当該企業のさ

らなる事業拡大を支援できるものと考えていま

す。こういった取り組みを継続していくことが、

県民の皆さんに地場企業を身近なものと感じて

いただき、県民による地場産品の購入や地場企

業への県出身者の就職などといった、いわゆる

地域貢献企業への応援につながるものだと考え

ております。 

 最後に、中山間地域に欠かせない企業に対す

る事業存続に関する支援についてのお尋ねがご

ざいました。 

 中山間地域の生活に密着した企業は、議員の

御指摘のとおり地域の生活を支える大切な存在

でございますが、その経営を取り巻く環境は人

口減少と高齢化の進展による地域購買力の低下

や、大型量販店の出店による地域外への購買力

の流出などにより大変厳しい状況にあります。 

 主に経営面に大きな課題のある企業に対しま

しては、地域の商工会、商工会議所が中心とな

り、他の支援機関とも連携しながら税務、金融

に関する経営相談や国の施策を活用した企業の

経営革新の取り組みなどの支援を行っており、

これまでには新たな販路を都市部に開拓した企

業や、設備投資を行い売上増加につなげた企業

などもございます。今後もそういった経営改善

の必要な企業に対しましては、産業振興計画の

さまざまな施策も積極的に活用し、支援を継続

してまいります。 

 また、中山間地域の企業の喫緊の課題として、

経営者自身の高齢化が進む中、後継者の確保が

できないため、廃業の選択を余儀なくされると

いうことも現実としてございます。県が来年度

に設置します事業承継・人材確保センターでは、

そのような中山間地域の企業も支援の対象とし

て、地域に足を運び、後継者の確保や人材育成

などの事業承継に関する相談にも対応してまい

りたいと考えております。 

   （地域福祉部長井奥和男君登壇） 

○地域福祉部長（井奥和男君） 中山間地域にお

ける介護事業所の事業存続に向けた支援につい

てのお尋ねがありました。 

 現在策定中の第６期介護保険事業支援計画の

推計によりますと、平成37年における県下の要

介護者などが、昨年10月時点に比べ約6,200人の

増が見込まれることなどに伴い、介護人材が900

人程度の不足と見込まれるなど、中山間地域で

はサービスの提供とそれに伴う人材の確保と

いった面で、これまで以上の厳しい状況が予想

されます。 

 こうした中、県ではこれまでも採算性などの

面で新たな介護事業者の参入が難しい中山間地

域において遠距離の利用者に在宅介護サービス

を提供する事業者を支援してまいりました。そ

の結果、現在17の市町村で事業を活用したサー

ビスの提供が行われており、その提供回数や対

象地域も拡大を見せているところです。 

 また、あわせまして、中山間地域を対象とし

たホームヘルパーの養成研修や介護事業所の就

職説明会などを実施し、人材の確保なども支援

してまいりました。今後は、地域において将来

必要となるサービスと人材の確かな需給見通し

に基づき、中長期的な視点に立ったサービスの

確保策などについての検討が必要であり、その

際には既存の事業所にとどまらず、これまで高
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知型福祉の実現に向け本県が取り組んでまいり

ました、あったかふれあいセンターなどに代表

されます地域資源を積極的に活用するといった

視点も重要になってまいります。地域の創意工

夫によるこうした取り組みなどによりまして新

たな雇用を創出し、地域経済の活性化へとつな

げていくことも可能になってまいります。 

 県といたしましても、これまでの取り組みに

とどまらず、中山間地域の住民の皆様が安心し

て介護サービスを利用できるよう、必要となる

サービスと人材の確保に向けまして、市町村が

新たに取り組むこうした体制整備などを積極的

に支援してまいりたいと考えております。あわ

せて、国に対しまして、中山間地域における介

護事業所の実情などを踏まえた政策提言活動な

どを引き続き行ってまいります。 

   （林業振興・環境部長大野靖紀君登壇） 

○林業振興・環境部長（大野靖紀君） まず、航

空レーザ測量を活用した事業者の負担軽減を図

る取り組みについてお尋ねがございました。 

 航空レーザ測量は樹高や本数、材積、樹木の

疎密度など森林資源情報や詳細な地形情報を効

率的に把握し解析ができることから、今後森林

経営計画を策定したり、災害状況を速やかに把

握することにより治山事業等の防災復旧計画を

策定するなど、森林・林業分野での利活用の範

囲は拡大していくものと考えています。 

 森林組合などが森林経営計画を策定する際に

最も手間を要するのは、所有者ごとの境界の確

定であり、現在の航空レーザ測量ではその点で

の効率化が望めないことや、経費が高額になる

ことなどから導入の検討には至っていません。

しかし、来年度から国において航空レーザ測量

による３次元データと過去の空中写真を照らし

合わせることで、データ上から所有者の境界を

区分する技術開発を行うと聞いていますので、

国の実証事業の結果が森林経営計画策定の合理

化につながるかどうかを注視してまいりたいと

考えています。 

 また、これに限らず、リモートセンシングの

技術は、林業学校においても基礎的知識として

研修していくことはもちろん、我々の業務の効

率化につながりますことから、航空レーザ測量

はもちろん、例えばドローンと呼ばれる無人航

空機を使用した森林測量など新しい技術に対す

る知見の習得に努め、積極的にその活用方法な

どを検討していきたいと考えています。 

 次に、林業学校の短期コースに文化的な講座

を設け、中山間地域への興味を深めてもらうこ

とについてお尋ねがございました。 

 林業の作業において、なたや鎌、チェーンソー

などは基本的な道具として、その扱い方を習得

することはもちろん、刃を研ぐといった道具の

メンテナンスも重要なことでございます。この

ため、林業学校では基礎コースや短期コースに

おいてその技術を習得できる内容を設定してい

ます。 

 一方、林業学校は、林業への就業を目的に県

外から移住してこられる方の受け入れといった

目的もありますことから、本県の中山間地域で

生活する上で必要な知識や技術を身につけてい

ただくことも大事でございます。そこで、元気

な地域創造コースというメニューを設けていま

す。このメニューでは、受け継がれてきた里山

で生きる知恵、例えば炭焼きであったりキノコ

の栽培、狩猟やジビエの活用といった内容を予

定しています。そうしたコースの中で、お話に

もありましたような中山間地域に対して興味を

持っていただく講座を設けることも検討してま

いります。 

   （中山間対策・運輸担当理事金谷正文君登 

    壇） 

○中山間対策・運輸担当理事（金谷正文君） 猟

犬のＧＰＳマーカーへの補助と箱わなのレンタ
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ル制度についてのお尋ねがありました。 

 鹿、イノシシの捕獲頭数は年々増加をしてお

り、鳥獣被害対策は一定の効果があらわれてき

ていると考えておりますが、農林業被害を軽減

するためには、さらに捕獲対策を強化する必要

があります。 

 お話にございました猟犬のＧＰＳマーカーに

つきましては、猟犬の所在確認に大変有効であ

るとお聞きをしておりますし、箱わなにつきま

しても一度に複数の捕獲が可能となるなど、捕

獲を推進する上で有効であると考えております。 

 ＧＰＳマーカーと箱わなは、いずれも狩猟者

の負担を要しない国の交付金を活用できますし、

各市町村に設置されております有害鳥獣被害対

策協議会が実施主体となることでレンタルも可

能となります。こうした点、十分に浸透し切れ

ていない面もございますので、今後市町村や狩

猟者の皆様に制度の周知を図ってまいりたいと

考えております。 

   （土木部長奥谷正君登壇） 

○土木部長（奥谷正君） まず、中山間地域の空

き家活用に対する現在までの市町村の取り組み

状況についてお尋ねがありました。 

 県では、市町村が民間の空き家を借り上げる

などにより、賃貸住宅として再生、活用する場

合に、トイレの水洗化や耐震改修などのリフォー

ム工事費の一部を補助する空き家活用促進事業

を本年度に創設し、空き家の再生、活用を促進

しています。 

 本年２月末現在で15市町村から合計56件の申

請があり、６市町の11件で空き家のリフォーム

工事が完了しています。そのうち既に３件の移

住者支援住宅で３世帯９人の方々が入居してお

り、２件のお試し住宅で移住を希望する２世帯

４人の方々が生活を始めています。今後、これ

らの成果の周知などによりこの事業の活用を市

町村に積極的に働きかけ、中山間地域を中心と

した県内全域で空き家の再生、活用を促進して

まいります。 

 次に、公共工事で発生する土砂の処理につい

てお尋ねがありました。 

 公共工事を円滑に進める上で、工事で発生す

る土砂の受け入れ先の確保は重要であると認識

しています。公共工事で発生する土砂は、まず

は現場内で利用し、現場内で利用できない場合

は50キロメートルの範囲内にある他の公共工事

での利用に向けた調整をしています。調整に当

たっては、その現場で必要な盛り土量や発生す

る土量の情報を国、県、市町村が共有するシス

テムを活用しています。 

 公共工事での利用ができない場合は、法令に

抵触せず適正に処分できる民間の処分場や、市

町村が確保している土捨て場などへ搬出するこ

ととなり、あらかじめ発注者がその場所を指定

しています。 

 ただ、災害発生後に道路上の崩壊土砂を緊急

に取り除く応急工事などの場合は、受注者が選

定した候補地を参考に発注者が決定することが

あります。また、来年度からは土砂の受け入れ

先として民間工事も対象とすることを検討して

います。県としましては、国や市町村などと協

力しながら、引き続き公共工事で発生する土砂

の有効利用と適正処理に向けて取り組んでまい

ります。 

   （危機管理部長野々村毅君登壇） 

○危機管理部長（野々村毅君） 防災に関して、

避難所の過不足調査の結果を広域避難や避難所

の確保対策にどのように結びつけていくのかと

のお尋ねがございました。 

 最大クラスの地震による被害想定では、県内

の避難者数は１週間後においても約39万人で、

そのうち避難所に避難しなければならない方は

約25万人となっており、現在指定されている避

難所に収容できる人数をもとに単純に計算した
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場合、県全体で約７万人分の避難所の不足が見

込まれます。 

 また、市町村単位では高知市や香美市など11

市町で避難所が不足するため、その避難者を周

辺の市町村に受け入れていただく広域避難の取

り組みについて、県内を４ブロックに分けて市

町村と検討を進めております。この広域避難の

検討に当たって、これまで市町村単位でしか算

定していなかった避難者数を、お話のあった今

回の調査で大字など地区単位で改めて算定した

ことで、市町村内の地域ごとの詳細な避難所の

過不足を明らかにしました。 

 調査の結果、まず市町村単位では、市町村ご

との具体的な避難計画の検討が可能になり、ま

たどの地区で新たな避難所の確保が必要かとい

うことを検討することができるようになりまし

た。さらに、ブロック単位でどの地区またはど

の避難所で、他の市町村から避難者を受け入れ

ることができるのかということが把握できるた

め、具体的な避難者の送り出しや受け入れの体

制を検討することが可能となります。こうした

情報は、避難所の運営に深くかかわる自主防災

組織にも理解していただくことが重要ですので、

市町村を通じて情報提供することも考えていま

す。 

 今後、ブロックごとで耐震性のない集会所な

どの避難所を耐震化するなど、市町村における

避難所の確保対策につなげるとともに、引き続

き具体的に広域避難の検討を進め、他の市町村

に避難せざるを得ない場合でも、できるだけ居

住地の近くで受け入れが可能となるよう検討を

行ってまいります。 

   （農業振興部長味元毅君登壇） 

○農業振興部長（味元毅君） 新たに設けます園

芸用ハウス災害復旧事業でどういう成果が期待

できるのかとのお尋ねがございました。 

 昨年発生した台風や集中豪雨では、園芸用ハ

ウスが大きな被害を受けたことから、県としま

してはレンタルハウス整備事業や国の被災農業

者向け経営体育成支援事業などの制度を活用し

て復旧を支援してきたところでございます。 

 しかし、お話にもございましたように、事業

の認定までの手続に時間を要したことや、事業

によっては支援対象にならないケースが発生し

たこと、また復旧に係る新たな経費負担を理由

に再建を諦めた方がおられたことなど、幾つか

の課題が見えてまいりました。こうした状況を

踏まえまして、農業者の経費負担を軽くし速や

かな復旧を図ることなどを目的として、園芸用

ハウス災害復旧事業を設けることにいたしまし

た。 

 新たな事業は、園芸施設共済制度への加入を

前提として、万一災害により被害に遭った場合

には、復旧に要する経費と共済金との差額の15

分の８を県と市町村とで支援するというもので

ございます。この２月に行われました制度の見

直しによりまして、補償率が大幅にアップする

園芸施設共済と組み合わせることで、これまで

のレンタルハウス整備事業などと比べましても、

農業者の負担が軽減されます。また、新たに農

業者を事業主体に加えることによりまして、比

較的年齢の高い農業者の方であっても資金利用

が要件とならず、活用が可能となりますし、ま

た手続を簡素化することで、復旧に係る入札ま

での期間が２カ月程度から１カ月程度に短縮す

るなどの効果が見込まれるところでございます。

台風災害はもとより、突発的な自然災害の発生

時におきましても、被災された農業者の方が速

やかに再建に取り組むことができ、安心して農

業を続けていただける一助となるものと考えて

おります。 

○９番（依光晃一郎君） それぞれ丁寧な御答弁

ありがとうございました。 

 要請をさせていただきます。地方創生に関し
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まして、市町村版の総合戦略というのがこれか

らできていくんだと思いますけれども、そのた

めに数値目標というのを市町村がつくらないと

いけない、そういうふうになると思います。そ

のときに、数値目標というとやっぱりハードル

も高いんだと思います。その点、県庁の職員さ

ん、これまで尾﨑県政の中で数値目標というの

を常に傍らに置きながらお仕事をされてきたと

いうことで、市町村の職員さんに対してもぜひ

アドバイス、いろんな心理的な軽減とか、そう

いったアドバイスもしていただきたいと思いま

す。また、目標があって仕事のやり方を変える

というのは、やっぱり楽しいというか、工夫を

しながらモチベーションを上げていくというこ

ともできると思いますんで、本当に県政、市町

村政がうまく回って高知県発展につなげていき

たい、私もそういう思いでございます。ぜひと

もお力をおかしください。よろしくお願いしま

す。 

 以上で私の一切の質問とさせていただきます。

ありがとうございました。（拍手） 

○議長（浜田英宏君） 以上をもって、本日の議

事日程は終了いたしました。 

 明５日の議事日程は、議案に対する質疑並び

に一般質問であります。開議時刻は午前10時、

本日はこれにて散会いたします。 

   午後３時48分散会 
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